
令 和 ４ 年 度 事 業 報 告

今日の我が国の社会経済情勢は、新型コロナの感染症法上の位置付けが令和５年５月に２
類から５類へ変更されることが決定し、徐々に平時に戻りつつあるが、ウクライナ情勢の影
響によるエネルギー等の供給不足が続き、また、食料を始めとする物価の上昇などにより、
不安定な状況が続いている。

住宅着工は分譲住宅と貸家が増加したものの、持家は１１％減と大きく減少し、全体では
８６万戸と昨年の増加から再び減少と４年連続で９０万戸を下回り、８０万戸台での推移が
常態化している。

地価（令和５年１月１日時点公示地価）は、全国平均では、全用途平均・住宅地・商業地
共２年連続で上昇し、圏域・用途別においても地域差はあるものの全て上昇するなど全国的
なコロナ前への回復傾向が顕著となっているが、それに伴い住宅不動産価格も上昇傾向が 
続いている。

政策提言・要望活動においては、住宅不動産市場の活性化と住宅取得の促進、既存住宅の
活用と良質なストックの形成、住まい方の多様化の実現、脱炭素社会への対応等について 
要望活動を展開した。その結果、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに 
対する固定資産税の特例措置の創設を始め、事業用資産の買換えや空き家発生抑制、低未利
用地の適切な利用・管理促進等の諸特例措置が拡充・延長された。

住宅金融では、フラット３５の９割超融資の上乗せ金利の引下げ、フラット３５Ｓの優
遇金利適用期間の延長等について要望活動を行い、９割超融資の上乗せ金利の引下げやリ
フォーム融資の拡充等の措置が講じられた。

委員会活動等については、会員間の交流を再び活発にするため、対面での開催を少しずつ
増やしたが、必要に応じてオンライン同時中継も行うなど、会場に来られない会員でも参加
できるよう配慮しつつ委員会や講演会等を実施した。また、研修会等では、会員従業者向け
の教育研修については、研修の目的に応じて、対面、オンライン、録画配信などの方法を使
い分け実施したほか、８年目となる不動産後見アドバイザー資格講習会では、福祉・居住支援
等会員外の一般の受講者数が会員を上回るなどの成果をあげた。

また、福岡市で第５１回全国大会を開催したほか、令和５年２月に発生したトルコ・シリ
ア地震の被災地に対し義援金を寄付した。

会員数と団体会員協会の会員も含めた加盟数は１, ７１７社となった。
これらを含め、以下のとおり事業活動について報告する。
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第一　政策活動・提言

１．令和５年度住宅・土地税制等改正要望

マンションの長寿命化に資する固定資産税の減額を始め住宅・土地に係る税制措置、
補助制度等について政府及び与党に提出した。
【主な提言・要望項目】

・マンションの長寿命化に資する固定資産税の特例（減額）措置の創設
・買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置の延長
・空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充・延長
・低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の拡充・延長

【提言・要望先】
令和４年　８月　・国土交通大臣を始めとする関係部局
　　　　１０月　・公明党政策要望懇談会
　　　　１１月　・自由民主党予算・税制等に関する政策懇談会
　　　　　　　　・自由民主党住宅土地・都市政策調査会
　　　　　　　　・自由民主党税制調査会正副会長を始めとする国会議員

１２月１６日に与党の令和５年度税制改正大綱が策定、要望した諸税制措置が創設・
継続されることとなり、通常国会（第２１１回）において関連法令の改正等が行われた。

２．住宅金融

令和４年８月、住宅金融支援機構との意見交換会を開催し、フラット３５制度改正等
について説明を受けるとともに、住宅金融支援機構の業務等に関する要望書を提出した。
【住宅金融支援機構からの主な説明項目】

・フラット３５の制度改正及びグリーンリフォームローンの創設等について
・技術基準等について
・令和４年１０月の賃貸住宅融資に係る制度改正について
・リ・バース６０の利用状況等について

【主な要望項目】
・フラット３５の９割超融資の上乗せ金利の引下げ、フラット３５Ｓの優遇金利適

用期間の延長等
・まちづくり融資制度の拡充
・リバースモーゲージの普及の促進
・住宅規模要件の緩和
・フラット３５Ｓの金利優遇幅の拡大等
・リフォーム融資の拡充
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・年収の審査方法、フラット３５の申込者要件の弾力化等運用の改善

令和５年度予算編成においては、脱炭素社会の実現に向けた取組みを加速させるため、
フラット３５は全ての新築住宅において省エネ基準を要件化し、省エネルギー性等を備
えた質の高い住宅の取得を支援するフラット３５Ｓ等の金利引下げ制度の継続・ポイン
ト制への変更措置が講じられた。また、フラット３５の９割超融資の上乗せ金利が引き
下げられたほか、まちづくり融資（長期事業資金）及びサービス付き高齢者向け賃貸住
宅建設融資について、省エネルギー性の基準を強化するとともに、金利引下げ制度の創
設等が予定されている。

３．住宅供給に伴う法規制などへの対応

⑴　不明者所有土地等への対応
令和４年５月１９日に自由民主党・所有者不明土地等に関する特別調査会が開催され、

住宅・不動産業界からヒアリングを行った。マンション専有部分の所有者不明化、 
所在不明化等の問題についてその背景、課題について事例に基づき説明と対策につい
て意見発表を行った。
【主な提言項目】

・区分所有者の管理責任（専有部分・共用部分）の明文化
・専有部分の財産管理人の指定
・建替え等決議から不明者を除外
・売買などによる所有権移転登記の義務化
・所在を把握するため住民台帳、固定資産台帳等の活用

⑵　省エネ住宅等推進への対応
令和５年３月２日に自由民主党住宅土地・都市政策調査会が開催した省エネ住宅等

推進小委員会において省エネ住宅の推進に向けた取組みと課題について意見発表を
行った。
【主な提言項目】

・住宅ローン減税制度の環境性能等に応じた借入限度額の堅持と継続
・住宅ローン減税制度の面積要件緩和措置（40㎡）の継続
・公費による切れ目のない支援の継続
・審査体制の拡充、省エネ諸制度の手続きと計算方法の簡略化
・住宅購入者の心に響く周知活動の必要性

４．国土交通省との懇談会

令和４年９月１６日、国土交通省住宅局、不動産・建設経済局の幹部と会長を始めと
する役付役員、各団体会員代表者が出席し、住宅市場動向、政策動向等について意見交
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換を行うとともに、住宅・土地税制、住宅金融支援機構業務等について要望を行った。

【国土交通省からの主な説明項目】
⑴　住宅政策をとりまく最近の動向について
⑵　住宅生産行政の最近の動向について
⑶　不動産業政策の最近の動向について
⑷　不動産市場政策の最近の動向について
⑸　所有者不明土地等対策について

【全住協からの主な要望項目】
⑴　住宅・土地税制等改正要望
⑵　住宅金融支援機構の業務に関する要望
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第二　住宅不動産事業手法等の拡充

１．戸建住宅事業の研究

戸建分譲住宅のマーケティング分析や購入者動向、需要供給分析などについて研究を
行うとともに、建築現場での安全衛生教育を徹底するため、現場作業者教育講習を開催
した。また、首都圏における戸建分譲住宅の販売中戸数、価格等に関する状況調査を引
き続き実施した。

２．マンション事業の研究

マンション市場と購入者動向、分譲事例の商品企画、販売戦略、及び事業展開と手法
などについて研究を行った。

３．全住協いえかるての普及促進等

住宅履歴蓄積システム「全住協いえかるて」のシステム運営及び普及促進活動を行っ
た。令和４年度末の利用社数７社、登録件数は８, ６８５件。

また、（一社）住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会の正会員として、住宅に係る統合的
な情報インフラ整備事業の調査・報告に協力をした。

４．長期優良住宅の普及促進

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の普及に努めるほか、省エネ対策の強化や認
定基準の合理化、共同住宅の住棟認定の導入等の改正内容についての周知を行った。

５．脱炭素社会に向けた住宅供給

２０５０年カーボンニュートラル実現に向けた省エネ基準適合義務化の周知に努める
とともに、長期優良住宅、低炭素建築物等の認定基準や住宅トップランナー制度、ＺＥ
Ｈ＋やＬＣＣＭ住宅等の取組みの促進について情報収集を行った。

６．建築物耐震化への対応

東京都の「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」により指
定された「特定緊急輸送道路」沿道の一定の建築物について耐震診断が義務付けられた
ことを受け、平成２３年度に立ち上げた建築物耐震化プロジェクトを、今年度も引き続
き推進した。

本プロジェクトの一環として、東京都「耐震化推進都民会議」に参加し意見交換・情
報収集等を行うとともに、令和４年１１月から令和５年１月にかけて、東京都などと連
携して「耐震化実践アプローチセミナー」を録画配信にて開催し、同条例の説明や「建
築構造」「合意形成の重要性」「耐震補強方法」をテーマとした講演を行った。
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７．住宅瑕疵担保履行法への対応

住宅瑕疵担保履行法の施行により、建設業者又は宅地建物取引業者は、年１回となっ
た基準日ごとに資力確保措置（保険又は供託）状況を届け出ることが必要とされている
ため、届出手続について周知を行った。

また、非住宅建築物における瑕疵保証の新サービスについて、住宅瑕疵担保責任保険
法人及び関連会社と協議し、会員及び特保住宅検査員に向けて周知を行った。

８．不動産流通・リフォーム市場活性化への対応

⑴　改正宅地建物取引業法の施行状況に関する勉強会と不動産部会に委員を派遣したほ
か、オンラインを活用した不動産取引、電子契約、流通業務の効率化、及びリフォー
ム・既存住宅売買瑕疵保険などについて研究を行った。

⑵　安心Ｒ住宅制度の登録特定既存住宅情報提供事業者団体（国土交通省登録第８号）
として研修会を実施するなど適切な運営を行った。令和４年度末の使用許諾会員数は
２０社であった。

⑶　全住協ＮＥＴを適切に管理し不動産ジャパンへの情報提供団体として運営に協力し
た。令和４年度末の利用社数１６社、利用事業所１５４事業所であった。

９．不動産管理手法等の研究

賃貸住宅管理業登録制度、サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドラインな
どについて研究を行った。

10．不動産関連事業に関する研究

高齢化社会の進展等により今後さらなる利用増加が見込まれる成年後見制度につい
て、住宅不動産関連部分を中心に、東京大学との共同研究を今年度も引き続き推進した。

判断能力が不十分な人等への配慮・支援及び不動産取引の適正化を目的とした「不動
産後見アドバイザー」について、行政機関等の最近の対応状況、居住支援の現状、共同
研究の成果及び事例等を講習内容へ組み込んだ上で、オンライン（生配信及び録画配信）
による資格講習会を開催した。

さらに、成年後見制度との関連事項でアンケートの関心が高かった「信託と成年後見
の関係性」、「相続と成年後見の関係性」、「住宅不動産の基礎～住宅セーフティネット法」
をテーマとし、不動産後見アドバイザー向けの「フォローアップ研修」をオンライン（生
配信及び録画配信）にて計３回開催した。

また、空き家対策の現状、関係法令及び対応事例等について、国土交通省や市区町村
等との意見交換・情報収集等を行うとともに、高齢者等への先進的な居住支援を推進し
ている北海道本別町「居住支援協議会」に参加し、空き家現地調査及び住宅確保要配慮
者の実情等について引き続き研究を進めた。
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第三　協会活動の展開

１．基盤整備

会員の入退会及び年度末会員数
正会員は企業会員が入会１２社、退会１４社で年度末３８９社、団体会員が入退会

なしで年度末１７団体となった。また、賛助会員は入会１９社、退会８社で年度末
１３６社となった。

２．全国大会

（一社）九州住宅産業協会を幹事協会として、令和４年１１月１０日、ホテルオークラ
福岡において第５１回全国大会（福岡大会）を開催した。当日の参加者は、会員と来賓
を合わせ約６００名。主な次第は次のとおり。

⑴　開会宣言　　　　　（一社）関西住宅産業協会　　　　理事長　　福井　正順
⑵　会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会　長　　馬場　研治
⑶　開催地協会挨拶　　（一社）九州住宅産業協会　　　　理事長　　橋本　大輔
⑷　来賓祝辞　　（国土交通省不動産・建設経済局次長　吉田　誠氏、
　　　　　　　　  福岡県副知事　生嶋　亮介氏、福岡市長　髙島　宗一郎氏　ほか）
⑸　政策提言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 副会長　　花沢　　仁
⑹　大会決議　　　　　（一社）九州住宅産業協会　　　副理事長　　原田　　透
⑺　閉会宣言　　　　　（一社）東海住宅産業協会　　　副理事長　　南　　喜幸
⑻　記念講演　『サステナブルな時代の新しい建築デザイン』
　　　　　　　講　師　　建築家、九州大学大学院准教授、ＳＵＥＰ．共同主宰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 末光　弘和　氏

３．不動産取引の公正化

⑴　宅地建物取引業法等関係法令の周知を行うとともに研修会を開催し、不動産取引の
一層の適正化に努めた。

⑵　不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連絡
協議会、不動産業・警察暴力団等排除中央連絡会等の運営に協力するとともに、不動
産業反社データベースの運用を行った。

⑶　協会に設置した消費者相談窓口において、消費者からの相談に対応するとともに、
会員に対して、円滑な解決へのアドバイスを行った。

４．広報活動

⑴　協会ホームページ
協会案内、会報「全住協」や「全住協ＮＥＷＳ」のバックナンバー、会員情報、特

定住宅制度の概要、宅地建物取引士法定講習開催案内、会員の事業分類検索、委員会
活動報告などを掲載したホームページを運営し、会員及び一般消費者等に対する広報

－ 15 －



活動を行った。
⑵　会報「全住協」・全住協ＮＥＷＳ・全住協住宅金融レポート

会報「全住協」を毎月発行し、国・地方公共団体の諸法規、通達等の会員への周知、
協会活動や会員企業の動向等の紹介を行い、会員のほか、官公庁・関係団体等にも配
布し協会活動とその成果を広くアピールした。また、全住協ＮＥＷＳ、全住協住宅金
融レポートを定期的に発行した。

⑶　全住協メールマガジン
会員企業の全役職員を対象に、営業活動に役立つ情報や全住協の活動内容等を掲載

したメールマガジンを毎月１５日に配信した。また、１１月に全住協ビジネスショッ
プ特集号を創刊し隔月で配信を開始した。令和４年度末の登録メールアドレスは、テ
キスト版８５１件、ＨＴＭＬ版１, ８３９件、合計２, ６９０件。

⑷　関連行事への参加・協力
令和４年１０月に札幌市で開催された第３４回住生活月間中央イベントを始め、関

連官公庁等が主催する諸行事に参加・協賛するなど積極的に協力した。

５．人材育成

⑴　会員各社の不動産業に従事する社員の能力を高めるため、「基礎実務研修会」「新入
社員研修会」「不動産業務研修会」等を開催したほか、自社の専門事業として宅建講
座を実施している賛助会員から、自社講座の一部について会員向け価格での提供を受
け、資格取得に係る講座の負担軽減等の措置を講じた。

⑵　会員の社員のさらなる資質向上や自律的なキャリア形成、能力開発に資するため、
階層別・職種別に体系化した研修プログラムを、各研修の内容や目的に応じて、オン
ラインや録画配信など、適切な手段を用いて実施した。

⑶　会員の自社内での人材開発・育成に資するため、人事・総務担当者等を対象とした
勉強会を、オンラインを活用して実施した。

６．叙勲等

⑴　叙勲
①令和４年４月２９日　旭日双光章　　　　　　　　　理　事　　湖中　明憲　氏

（昭和住宅㈱　取締役会長）
②令和４年１１月３日　旭日双光章　　　　　　　　　理　事　　新井　精一　氏

（千広建設㈱　代表取締役）
⑵　大臣表彰

①令和４年７月１１日　国土交通大臣表彰（建設事業関係功労）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理　事　高宮城　啓之　氏

（㈱住太郎ホーム　代表取締役）
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②令和４年１０月１５日　第３４回住生活月間国土交通大臣表彰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理　事　　高山　壽雄　氏

（コスモ建設㈱　代表取締役）

７．協会の表彰

⑴　第１１回優良事業表彰
優良事業賞１２プロジェクトを定時総会において表彰した。

⑵　第１２回優良事業表彰
優良事業賞１０プロジェクトを定時総会において表彰した。

⑶　第１３回優良事業表彰
事業表彰審査会では、応募のあった２０社２０プロジェクトについて書類審査、現

地調査及び最終審査を実施し、以下のとおり優良事業賞１５プロジェクトを選考し、
理事会の承認を得て決定した。
①　戸建分譲住宅部門
（中規模）「アエラス水戸市小吹町」　ケイアイスター不動産㈱
（中規模）「シュプロス国分寺」　興和地所㈱

②　中高層分譲住宅部門
（大規模）「デュフレ横浜石川町」　㈱サジェスト
（大規模）「ソシオ大手町 T-SQUARE」　㈱ＧＡパートナーズ
（大規模）「ヴェレーナグラン赤羽北フロント」　大和地所レジデンス㈱
（中規模）「グランフォーレ日吉レジデンス」　㈱コーセーアールイー
（中規模）「モントーレ室見ステーションスクエア」　西武ハウス㈱
（中規模）「ベルシード上野松が谷」　㈱ベルテックス
（中規模）「ミオカステーロセンター南Ⅲ」　山田建設㈱
（ワンルーム）「レジデンス文京春日」 ㈱アーバネットコーポレーション
（ワンルーム）「SYFORME HIGASHI-IKEBUKURO」　㈱シーラ

③　不動産関連事業部門
「ソラトカゼト 西新井」　㈱リブラン

④　戸建注文住宅部門
「ジョイナス高宮４丁目４番街区 No. ４Ｔ様邸」　九州八重洲㈱

⑤　企画・開発部門
「マスターズマンション吹田千里丘 中楽坊」　ハイネスコーポレーション㈱

⑥　リノベーション部門
「リーフコートプラス」　㈱荒井商店

⑷　優秀社員表彰
営業活動を信義誠実に行い又は意欲旺盛に職務を遂行し、会社の業績向上に多大な

貢献をした社員７名（４社）を優秀社員として通常総会において表彰した。
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８．福利厚生

会員企業の役職員の福利厚生の一環として年間を通じ健康保険組合への加入促進を
図ったほか、９月に全住協新保障制度について募集の結果、医療保障２１社６１４名、
所得補償５社５名、医療保障＋所得補償８社１３名、新ＬＴＤ（団体長期障害所得補償）
４社４４３名、親介護７社２１名となった。

９．宅地建物取引士講習

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県の各知事の指定を受け、標記講習を新型
コロナウイルスの影響を踏まえた自宅学習を２回、インターネットによる動画配信方式
による講習を３回実施し、５２０名が受講した。

10．住宅瑕疵担保責任保険法人の認定団体業務

⑴　住宅保証機構㈱のまもりすまい保険、㈱住宅あんしん保証のあんしん住宅瑕疵保険、
㈱日本住宅保証検査機構のＪＩＯわが家の保険、㈱ハウスジーメンのハウスジーメン
住宅かし保険及びハウスプラス住宅保証㈱のハウスプラスすまい保険の普及促進に努
めた結果、次のとおりの申込受付を行った。
◇まもりすまい保険　　　　戸建住宅５，３１１戸、共同住宅１０３棟（２，８３５戸）
◇あんしん住宅瑕疵保険　　戸建住宅　　 ８４戸、共同住宅　６６棟（２，４１１戸）
◇ＪＩＯわが家の保険　　　戸建住宅４，４８９戸、共同住宅２８４棟（３，０９８戸）
◇ハウスジーメン住宅かし保険　 戸建住宅　　 １４戸、共同住宅　　６棟（　 ２７７戸）
◇ハウスプラスすまい保険　戸建住宅　 １０８戸、共同住宅　　２棟（　 　８２戸）

⑵　特保住宅に係る現場検査業務の適正かつ円滑な遂行を図るため、戸建住宅の検査員
研修を東京３回、北海道１回、秋田１回、宮城１回、富山１回、福井１回、静岡１回、
愛知１回、大阪２回、広島１回、香川１回、福岡１回、鹿児島１回、沖縄１回の合計
１７回実施し、２６７名を登録、協会戸建住宅検査員は合計で１７０社５６４名と
なった。

11．東日本レインズサブセンターの運営

（公財）東日本不動産流通機構の運営団体として、宅地建物取引業法に基づく指定流通
機構制度の一翼を担うとともに、サブセンターとしてレインズ利用促進及び利用会員の
管理等を行った。令和４年度末の利用社数１６１社、利用事業所数は１１２０事業所と
なった。

12．産学協同事業

明海大学との協定に基づき、会員による学生のインターンシップ受入れを行った。
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13．団体会員協会との交流

令和４年１１月に福岡市での第５１回全国大会に合わせ福岡地区見学会等を実施し
た。ホテルとオフィスの複合施設や博多街並み見学、福岡地区の住宅市況についての講
演などを行い団体会員との関係を深めた。

14．関係団体との連携

⑴　不動産団体連合会、（一社）住宅生産団体連合会の一員としてそれらの構成団体との
連携に努め、政策要望の実現を図った。

⑵　（公社）首都圏不動産公正取引協議会、（公財）不動産流通推進センター、（一財）不動産適正
取引推進機構、（公財）東日本不動産流通機構、世界不動産連盟日本支部等関係団体に
役員を派遣しその運営に寄与した。

15．地震義援金

２０２３年２月に発生した「トルコ・シリア地震」の被災地に対し、国連ＵＮＨＣＲ
協会を通じて、災害支援規程の基づく義援金として１００万円を寄付した。

16．新型コロナウイルス感染症関連

新型コロナの感染拡大防止のため、次のように対応した。
⑴　新型コロナ感染症のワクチン接種、ガイドラインの周知等に関する国土交通省等か

らの周知依頼を会員宛に５件通知した。
⑵　令和４年６月７日の定時総会後の懇親パーティーを中止した。
⑶　国土交通省の告示を踏まえ、令和４年６月までの宅地建物取引士講習は、教材を交

付し、自宅学習及び効果測定を行う方法により実施した。
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